
江
戸
時
代
の
結
婚
と
離
縁

七
里
ガ
浜
高
校
　
　
川
　
　
島

　

敏

　

郎

一
　
は
じ
め
に

長
い
人
生
経
験
を
積
み
重
ね
て
行
く
中
で
、
人
生
に
は
必
ず
幾

つ
か
の
節
日
、

あ
る
い
は
転
機
と
な
る
も
の
が
存
在
す
る
。
そ
の

一
つ
の
例
と
し
て
、
結
婚
と

そ
の
対
と
し
て
の
離
縁
の
問
題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
に
、
そ
れ
ほ
ど

異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
は
、
た
だ
単
に
男
女
間
の
性
の
問
題
に
関

係
す
る
だ
け
で
な
く
、
家
族

・
法

・
政
治
制
度
、
人
口
問
題
、
産
業
経
済
、
文

学
な
ど

へ
の
多
面
的
広
が
り
を
も

っ
て
お
り
、
総
合
的
に
歴
史
を
考
察
す
る
上

で
、
我
々
に
恰
好
の
素
材
を
提
供
し
て
い
る
と
考
え
る
。

二
　
結
婚
の
手
順

（１
）
結
婚
適
齢
期
は
何
歳
ぐ
ら
い
か
？

○
武
士
の
場
合
―
戦
国
時
代
の
遺
風
か
ら

一
三
歳
以
上
で
あ
れ
ば
結
婚
は
可
能

で
、
泰
平
な
時
代
が
続
く
に
従

い
晩
婚
化
し
、
三
〇
歳
ぐ
ら
い
で
嫁
を
迎

え
る
の
が
普
通
で
あ

っ
た
。
女
性
は
遅
く
と
も
二
五
歳
ま
で
に
嫁
入
り
し
た
。

○
町
人
の
場
合
―
女
性
は

一
六

・
七
歳
が
嫁
入
り
ど
き
と
さ
れ
、
二
〇
歳
に
な

る
と
焦
り
は
じ
め
た
。
男
性
は

一
般
的
に
晩
婚
で
、
二
四

・
五
歳
、
大
抵
は

三
〇
歳
過
ぎ
て
や

っ
と
嫁
を
迎
え
る
傾
向
に
あ

っ
た
。

○
農
民
の
場
合
―

「宗
門
改
帳
」
な
ど
に
よ
る
家
族
や
人
口
構
成
か
ら
見
る
と
、

東
北
日
本

。
中
央
日
本

。
西
南
日
本
の
三
タ
イ
プ
に
区
分
さ
れ
る
。
東
北
日

本
で
は
女
性
は

一
五
歳
く
ら
い
の
子
供
を
産
み
う
る
年
齢
に
達
し
た
ら
す
ぐ

に
結
婚
し
、
子
供
を
四
、
五
人
産
み
終
わ
る
と
家
の
労
働
力
に
な

っ
て
働
く
。

中
央
日
本
で
は
三
二
、
三
歳
か
ら
二
五
歳
ぐ
ら
い
の
受
胎
率
が

一
番
高

い
時

期
に
沢
山
子
供
を
産
む
。
西
南
日
本
で
は
結
婚
年
齢
は
遅
い
が
、
結
婚
前
に

子
供
を
産
む
こ
と
が
あ
り
、
離
婚
率
も
高
い
。　
一
人
～
九
世
紀
に
お
け
る
男

性
の
平
均
初
婚
年
齢
は
二
五
～
八
歳
で
、
現
代
の
水
準
に
近
い
。
因
に
同
時

期
の
平
均
寿
命
は
四
〇
歳
前
後
と
推
定
さ
れ
る
。

（２
）
見
合
い
に
つ
い
て

（『
馬
琴
日
記
』
か
ら
の
抜
粋
）
　
　
　
　
　
　
・

○
見
合
い
の
方
法
―
見
合
い
の
前
に
、
仲
人
が
身
許
を
記
し
た
釣

（吊
）
書
を

互
い
の
家
に
持
参
す
る
こ
と
が
あ

っ
た
。
江
戸
市
中
で
は
浅
草
詣
で
の
水
茶

屋
や
花
見
、
船
遊
び
、
芝
居
見
物
な
ど
に
事
寄
せ
、
仲
人
と
と
も
に
群
衆
に

紛
れ
込
ん
で
相
手
を

一
瞥
。
農
村
で
は
、
男
性
が
相
手
の
女
性
の
仕
事

・
働

き
ぶ
り
を
こ
っ
そ
り
覗
き
見
に
行
く
な
ど
。

○
仲
人
―
上

生
涯

の
身
許
引
受
人
で
、
「
草
履

っ
切
ら
し
」
。
「
橋
か
け
」
。

「橋
渡
し
」
と
も

い
う
。

つ
ま
り
、
縁
談
の
持
ち
込
み
、
見
合

い
か
ら
婚
礼

ま
で
の
段
取
り
、
婚
礼

へ
の
出
席
、
両
家

へ
の
往
来
、
夫
婦
間
の
紛
争
の
調

停

・
仲
裁
な
ど
に
対
応
し
た
。
農
村
で
は
婿
方

・
嫁
方
双
方
で
そ
れ
ぞ
れ
の

仲
人

（「
モ
ラ
イ
ナ
コ
ウ
ド
」
。
「
ク
レ
ナ
コ
ウ
ド
」
）
を
立
て
た
が
、
江

戸
で
は

一
人
で
も
よ
か

っ
た
。
縁
談
が
成
立
す
る
と
、
持
参
金
の

一
〇
分
の

一
の
礼
金
を
仲
人
は
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
た
。

（３
）
婚
約

・
結
納

（納
采
）

○
吉
日
を
選
び
、
婿
側
か
ら
嫁
側

へ
結
婚
の
申
し
込
み
を
行

い
、
結
納
を
取
り

交
わ
す
。
嫁
側
が
結
納
を
受
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、
婚
約
は
成
立
。
結
納
当

日
は
、
当
事
者
は
出
向
か
ず
名
代
が
挨
拶
を
伝
え
、
日
録
を
進
呈
。
進
物
と

し
て
は
、
縮
緬
や
絹
な
ど
の
織
物
、
昆
布

・
真
鴨
か
ス
ル
メ
、
鯛
、
樽
酒
な

ど
、
経
済
状
態
に
よ
り
多
様
で
あ

っ
た
。
一
方
、
嫁
側
は
持
参
金
の
準
備
や
、

着
物

・
道
具
類
の
新
調
に
追
わ
れ
た
。
ま
た
、
武
家
や
商
家
の
娘
の
場
合
は
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嫁
入
り
ま
で
に
お
歯
黒
や
眉
を
剃
り
落
と
し
、
結
婚
を
実
感
し
た
。

（４
）
婚
礼
の
実
態

（相
模
原
の
例
か
ら
）

○
婚
礼
の
前
日
―
嫁
入
り
道
具

（箪
笥

・
長
持
ち

・
櫛
箱

・
硯
箱

・
針
箱

・
鉄

漿
道
具

・
葛
籠

。
膳
椀

・
空
な
ど
）
と
土
産
の
搬
入
。

○
婚
礼
の
当
日
―
新
郎
側
か
ら
迎
え
の

一
団
が
紋
付
き
羽
織
り
袴
で
新
婦
を
迎

え
に
赴
く
。
新
婦
側
の
仲
人
の
案
内
で
新
婦
の
家
に
行
き
、
新
婦

一
家

・
親

戚

一
同
と
盃
を
取
り
交
わ
し
て
酒
宴
を
行
い
親
子
の
契
り
を
結
ぶ
。
そ
の
間

に
新
郎
は
近
所
や
親
戚
に
挨
拶
回
り
。
夕
方
近
く
に
新
婦
側
の
送
り
客
の

一

行
も
加
わ
り
、
賑
わ
し
く
新
郎
の
家
に
徒
歩
で
向
か
う
。
日
が
と

っ
ぷ
り
暮

れ
た
こ
ろ
に
新
郎
の
家
に
着
き
、
新
婦
は
入
り
口
で
、
藁
で
作

っ
た
松
明
や

等
火
を
跨
ぎ
、
蓑
と
菅
笠
を
差
し
か
け
ら
れ
て
家
に
入
る
。

○
婚
礼
の
開
始
―
男
蝶

。
女
蝶

（親
戚
か
近
所
の
両
親
健
在
の
男
女
の
子
供
）

の
お
酌
で
三
三
九
度
の
盃
事

（夫
婦
固
め
の
盃
、
続

い
て
親
子
の
盃
、
兄
弟

の
盃
）
と
続
く
。
酒
宴
が
始
ま
る
の
は
午
前
零
時
こ
ろ
で
、
そ
の
後
延
々
と

続
き
、
新
郎

・
新
婦
が
や
っ
と
寝
室
に
退
い
た
の
は
八
つ
半

（午
前
三
時
）
、

家
族
が
床
に
就
い
た
の
は
明
六
つ

（午
前
六
時
）
。

○
婚
礼
の
翌
日
―
進
物
や
取
肴
を
用
意
し
て
、
夫
と
そ
の
親
を
同
行
し
て
妻
が

実
家
に
帰
る

（里
帰
り
を
忌
み
嫌

い

「
里
開
き
」
と
呼
称
）
。
先
方
の
親
戚

と
も
会
い
、
ま
た
ま
た
宴
会
。
宴
会
は
続
き
帰
宅
は
暮
六
つ

（午
後
六
時
）
。

○
婚
礼
の
翌
々
日
―
新
郎
は
土
産
物
を
も

っ
て
仲
人
宅
に
挨
拶
。

（５
）
人
別
送
り
状
―
娘
の
村
の
名
主
↓
嫁
ぎ
先
の
名
主

へ
送
付

相
模
原
市
立
博
物
館
蔵

新
戸

「
石
川
家
文
書
」
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送
り

一
札
之
事

加
藤
寅
之
助
知
行
所

相
州
愛
甲
郡
関
口
村

百
姓
七
右
衛
門
娘

い
せ

当
亥
二
十
二
歳

右
の
者
義
、
御
村
方
小
平
治
殿
、
並
び
に
村
方
七
郎
左
衛
門
媒
に
て
、

御
村
方
御
百
姓
常
吉
殿
枠
次
郎
殿
妻
に
縁
組
熟
談
致
し
、
此
度
引
移
ら
せ

申
し
候
、
　
よ

っ
て
村
方
人
別
相
除
き
申
し
候
間
、
向
後
、
御
村
方
御
人

別
に
御
加
え
下
さ
れ
た
く
、
念
の
為
、　
送
り

一
札
、
件
の
如
し
、

嘉
永
四
亥
年
三
月

右
村

名
主

左
兵
衛

（印
）

土
屋
勝
右
衛
門
御
知
行
所

同
州
高
座
郡
新
戸
村

御
名
主
　
中



引
取
送
り

一
札
之
事

一
、
今
般
、
其
の
御
村
方
藤
左
衛
門
殿
妹
ら
く
殿
、
娘
か
く
殿
両
人
、

谷
口
村
伝
八
殿
、
御
村
方
四
郎
右
衛
門
殿
、
村
方
内
治
右
衛
門
、

右
媒
を
以
て
、
村
方
配
下
百
姓
林
蔵
妻
娘
に
縁
談
相
整

い
引
取
候

上
は
、
其
の
御
村
方
御
人
別
御
除
き
下
さ
る
べ
く
候
、
村
方
人
別

に
相
違
な
く
差
加
え
申
す
べ
く
候
、
後
日
の
為
、
引
取

一
札
、
よ

っ

て
件
の
如
し
、

文
久
三
亥
年
七
月

日

土
屋
勝
右
衛
門
知
行
所

相
州
高
座
郡
新
戸
村

名
主
　

庄
兵
衛

神
谷
武
兵
衛
御
知
行
所

武
州
多
摩
郡
金
井
村

御
名
主

　

宗
　
五
口
　
殿

（６
）
引
取
り
状
―
受
け
入
れ
側
の
名
主
↓
送
り
出
し
た
村
の
名
主
ヘ

相
模
原
市
立
博
物
館
蔵

新
戸

「石
川
家
文
書
」

三
　
離
縁
状
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か

（１
）
何
故
離
縁
状
は

「
三
く
だ
り
半
」
か

何
故
に
離
縁
状
の
こ
と
を

「
三
く
だ
り
半

（三
行
り
半

・
三
下
り
半
と
も
書

く
）
」
と
い
う
の
か
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
諸
説
が
あ
る
。
七
行
半
分
説

（女

房
貰
状
は
七
行
で
、
離
婚
は
そ
の
半
分
）
／
遊
里
発
生
説

（遊
女
の
客
寄
せ
文

は
三
行
半
）
／
三

・
五
凶
数
説

（死
人
の
湯
灌
は
三
杓
半
）
／
積
習
結
果
説
）
／

七
去
影
響
説
／
休
書

（中
国
の
離
縁
状
）
模
倣
説
／
自
然
発
生
説
な
ど
多
種
多

様
で
あ
る
。
中
で
も
と
り
わ
け
、
江
戸
時
代
中
頃
に
脚
光
を
浴
び
た

『水
滸

伝
』
・
『古
今
小
説
』
（中
国
明
代
の
文
学
作
品
）
に
掲
載
さ
れ
た
体
書
の
形
式

（三
行
半
か
ら
構
成
）
が
、
離
縁
状
の
内
容
を
も
忠
実
に
反
映
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

（２
）
離
縁
状
の
形
態
に
つ
い
て

ア

事
書

離
縁
状
の
書
き
出
し
文
言

・
表
題
を
列
挙
す
る
と
、　
一
札
之
事
／
離
縁
状
之

事
／
離
別

一
札
之
事
／
離
縁

一
札
之
事
／
離
別
状
之
事
／
縁
切
状
之
事
／
縁
切

一
札
之
事
／
去
状
之
事
／
去
離
渡
申

一
札
之
事
／
差
出
申

一
札
之
事
／
離
縁

状
／
暇
状

（
い
と
ま
じ
ょ
う
）
之
事
／
隙
状

（ひ
ま
じ
ょ
う
）
之
事
／
手

（天
）

間
状
之
事
／
口
上
／
覚
／
事
書
な
し

な
ど
、
実
に
多
種
多
様
で
あ
る
。
こ
の

う
ち
で
多
数
を
占
め
る
も
の
は
、
「
一
札
之
事
」
「離
縁
状
」
「離
別
状
」
「去
状
」

で
全
国
的
に
見
ら
れ
る
が
、
「暇
状
」
は
美
濃
国

（現
岐
阜
県
）
以
西
の
京
阪

を
中
心
と
す
る
近
畿
地
方
と
東
北
地
方
で
主
と
し
て
使
用
さ
れ
、
関
東
地
方
に

は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
「隙
状
」
は
美
濃
以
西
の
近
江

・
紀
伊

・
阿
波

・
周

防
な
ど
か
ら
も
散
見
さ
れ
、
離
婚
文
言
は
な
く
再
婚
許
可
文
言
し
か
書
か
れ
て

い
な
い
。
さ
ら
に

「手
間
状
」
は
美
濃

・
甲
斐

・
信
濃

・
越
前
の
中
部
山
岳
地

帯
周
辺
の
地
域
で
し
か
散
見
さ
れ
な
い
と
い
う
地
域
的
特
色
が
見
ら
れ
る
こ
と

に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

イ

本
文

離
縁
状
は
、
前
文
の

「離
婚
文
言
」
と
後
文
の

「再
婚
許
可
文
言
」
の
二
要

素
か
ら
構
成
さ
れ
る
の
が

一
般
的
で
あ
る
が
、
前
者
の
み
、
あ
る
い
は
後
者
の

み
の
場
合
も
あ
る
。

ａ
　
離
婚
理
由
―
ほ
と
ん
ど
は
抽
象
的
な
表
現
で
、
具
体
的
な
表
現
は
避
け
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る
傾
向
に
あ
る
。
事
由
な
し
／
我
等
勝
手

二
付
／
不
相
応

二
付
／
不
叶
存

寄

（心
）
／
不
縁

二
付
／
相
対

・
相
談
／
熟
談

・
示
談
／
家
内
不
和
合

ニ

付
／
望

・
願
／
不
熟

二
付
／
薄
縁
二
付
／
皆

（偕
）
老
同
穴
之
縁
薄
／
会

者
常
離

（定
離
）
／
無
拠
子
細
／
不
埒

二
付
／
気

二
入
不
申

二
付
／
重
々

我
儘

二
付
／
深
厚
之
宿
縁
浅
薄

《
満
徳
寺
離
縁
状
の
定
式
》
／
事
由
二
つ

な
どそ

の
他
、
離
婚
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

「七
去

（し
ち
き
ょ

。
し
つ

き
ょ
）
」
、
つ
ま
り
、
舅
姑
に
従
わ
な
い
、
無
子
、
淫
乱
、
悟
気

（嫉
妬
）
、

悪
疾

（頒
病
）
、
日
舌

（多
言

《
く
ち
ま
め
》
、
お
し
ゃ
べ
り
の
こ
と
）
、

窃
盗

（盗
心
）
の
七

つ

（貝
原
益
軒

『女
大
学
宝
箱
』
、
享
保
元

《
一
七

一
六
》
年
）
も
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
離
縁
状
に
は
明
確
に
記
さ

な
い
の
が

一
般
的
で
あ
る
。
相
手
女
性

へ
の
配
慮
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ｂ
　
行
数

一
行
半
、
二
行
半
、
三
行
、
三
行
半
、
四
行
、
五
行
、　
一
〇
行
半
、　
一
六

半
な
ど
あ
る
が
、
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
も
の
は
三
行
半
で
あ
る
。

（３
）
作
成
日
付

発
行
に
関
し
て
は
、
年

（干
支
）
月
日
あ
り
／
月
日
の
み
／
記
載
な
し
／
年

月
日
字
句
の
み

（①
先
渡
し
離
縁
状
の
場
合
、
離
婚
の
日
付
が
い
つ
か
特
定
で

き
な
い
た
め
、　
②
単
な
る
ひ
な
型
の
模
倣
）
な
ど
が
あ
る
。

（
４
）
差
出
人

・
名
宛
人
の
関
係

※
三
く
だ
り
半
は
自
筆

（自
書
）
押
印
、
又
は
自
筆
爪
印

「
（」

（爪
判
と

も

い
う
）
で
あ
る
こ
と
。
東
慶
寺
文
書
に
よ
る
と
、
爪
印
は
男
は
左
の

拇
印

（親
指
）
、
女
は
右

の
拇
印
を
通
常
用

い
た
。
し
か
し
、
本
当
に

爪
に
墨
を
付
け
て
押
し
た
も
の
は
稀
で
、
筆
で
爪
を
押
し
た
よ
う
に
書

い
た

「書
き
爪
印
」
が
圧
倒
的
に
多

い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

（
５
）

一
風
変
わ

っ
た
離
縁
状

美
濃
国

（現
、
岐
阜
県
）
周
辺
で
発
見
さ
れ
た

「手
間
状

一
札
之
事
」
と
い

う
表
現
の
離
縁
状
に
は
、
夫
婦
両
名
間
に
ハ
サ
ミ
を
入
れ
た
も
の
や
、
破
い
た

跡
の
あ
る
物
、
さ
ら
に
は
両
者
を
裂
く
線
引
き
が
入
れ
ら
れ
た
離
縁
状
が
散
見

す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
該
地
方
に
は
、
離
縁
に
際
し
、
特
殊
な
呪
術
的
俗

信
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（６
）
離
縁
状
に
お
け
る
子
供

・
財
産

・
家

い
つ
の
時
代
で
も
、
離
婚
問
題
は
感
情
に
始
ま

っ
て
勘
定
で
終
わ
る
。
江
戸

時
代
の
離
縁
で
は
、
妻
の
持
参
金
や
衣
類

・
家
具

。
調
度
品
な
ど
の
持
ち
込
み

品
は
原
則
と
し
て
妻
に
返
還
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。
ま
た
、
子
供
の
帰
属
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夫
以
外
の
者

夫
と
連
署
加
印
者

夫
単
独

差
　
出
　
人

妻 妻 名
宛
人
な
し

妻
以
外
の
者

妻
と
親
族
連
署
な
ど

妻
単
独

名
　
宛
　
人

夫
の
出
奔

（家
出
）

連
署
加
印
者
は
仲
人
・親
族
親
類
な
ど

本
文
中
に
記
載
あ
り

仲
人
・五
人
組
・親
族
親
類
な
ど

備

考



や
養
育
料
な
ど
に
つ
い
て
は
当
事
者
間
で
熟
談
し
て
決
定
し
、
子
供

へ
の
配
慮

も
十
分
に
な
さ
れ
た
。
さ
ら
に
離
縁
に
伴
う
趣
意
金

・
縁
切
金

（慰
謝
料
）
に

つ
い
て
は
、
妻
方
が
受
領
す
る
場
合
も
無
く
は
な
い
が
、　
一
般
的
に
は
夫
方
が

受
領
す
る
場
合
が
多
く
、
そ
の
金
額
は
区
々
で
あ
る
。

（７
）

離
縁
状
返
り

一
札

先
夫
か
ら
の
離
縁
状
を
受
理
し
た
旨
を
記
し
た
、
妻
方
か
ら
発
給
さ
れ
た
文

書
で
、
離
縁
状
と
返
り

一
札
が
セ
ッ
ト
に
な

っ
て
い
る
。
既
述
し
た
結
婚
の
際

に
取
り
交
わ
さ
れ
た

「
人
別
送
り
状
」
。
「引
取
り
状
」
と
は
正
に
正
反
対
の

裏
返
し
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

（８
）

離
縁
状
と
幕
府
法

幕
府
法
に
お
け
る
離
縁
の
規
定
は
、
『公
事
方
御
定
書
』
下
巻
第
四
人
条
で

窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
そ
の
条
文
を
例
示
す
る
。
第

一
条
は
男
性
、

第
二

・
三
条
は
女
性
に
対
し
て
、
離
婚
を
巡
る
罰
則
規
定
が
示
さ
れ
て
い
る
。

寛
保
二
年

（
一
七
四
二
）
極

一
、
離
別
状
遣
は
さ
ず
、
後
妻
を
呼
候
も
の
、
所
払
ひ

（従
来
は
江
戸
追
放
）
、

但
し
、
利
欲
の
筋
を
も
つ
て
の
儀
に
候
は
ゞ
、
家
財
取
上
げ
、
江
戸
払

ひ
　
従
前
々
之
例

一
、
離
別
状
取
ら
ず
、
他
え
嫁
し
候
女
、
髪
を
剃
り
親
元
え
相
帰
す

（髪

が
伸
び
る
ま
で
の
再
婚
禁
止
期
間
、
両
三
年
）
、
但
し
、
右
の
取
持
い

た
し
候
も
の
過
料
、

同

一
、
離
別
状
こ
れ
な
き
女
他
え
縁
付
け
候
親
元
、
過
料
、
但
し
、
引
取
の

男
、
同
断
、

第

一
条
は
男
性
、
第
二

・
三
条
は
女
性
に
対
す
る
離
縁
の
際
の
規
定
で
あ
る
。

（９
）
妻
側
か
ら
の
離
婚
請
求

『律
令
要
略
』
（寛
保
元

《
一
七
四

一
》
年
）

一
、
女
房
得
心
も
致
さ
ず
、
衣
類
等
質
物
に
遣
は
す
に
お
い
て
は
、
不
縁
の

事
、
舅

（妻
の
父
親
）
の
心
次
第
た
り
、

一
、
女
房
親
元
え
帰
り
お
り
候
義
、
〓
「

四
年
過
ぎ

（親
元
に
帰
り
夫
と
の

別
居
生
活
）
、
夫
訴
え
出
ず
る
に
お
い
て
は
、
願
い
お
く
れ
、
立
ち
が

た
し
、
但
し
、
離
別
状
も
取
置
か
ざ
る
儀
も
不
埒
に
つ
き
、　
一
応
夫
の

方
え
呼
戻
し
、
離
別
状
渡
す
べ
し
、

一
、
離
別
状
遣
は
さ
ず
と
い
へ
ど
も
、
夫
の
方
よ
り
三
、
四
年
通
路
致
さ
ざ

る
に
お
い
て
は
、
外
え
嫁
し
候
と
も
、
先
夫
の
申
分
立
ち
難
し
、

一
、
夫
を
嫌
ひ
、
髪
を
切
り
候
て
も
暇
取
り
た
き
由
申
し
、
或
は
夫
え
申
懸

け

（証
告
、

つ
ま
り
虚
偽
の
申
し
立
て
）
致
す
に
お
い
て
は
、
比
丘
尼

に
成
し
、
縁
を
断
つ
、

一
、
夫
を
嫌
ひ
、
家
出
い
た
し
、
比
丘
尼
寺

（鎌
倉

・
東
慶
寺

・
臨
済
宗
／

上
野

・
満
徳
寺

・
時
宗
）

へ
欠
入
り
、
比
丘
尼
寺

へ
三
年
勤
め
、
暇
出

で
候
旨
訴
う
る
に
お
い
て
は
、
親
元
へ
引
取
ら
す
、

※
江
戸
初
期
の
駆
込

（
ア
ジ
ー
ル

・
避
難
所
）
の
対
象
と
し
て
は
、
武
家
屋

敷

・
代
官
所

・
地
頭
所

（旗
本
屋
敷
）
・
関
所

・
陣
屋

・
寺
院

・
修
験

寺

。
名
主
宅
な
ど
の
例
が
あ

っ
た
。

（１０
）
武
士
の
離
縁
状
と
返
り

一
札

実
例
と
し
て
は
極
め
て
少
な
い
。
夫
婦
両
家
の
当
主
か
ら

「双
方
熟
談
内
済
」

し
た
旨
を
記
載
し
た
書
状
を
取
り
交
わ
し
た

（山
形
大
学
附
属
博
物
館
所
蔵

・

安
田
家
文
書
）
。
離
縁
成
立
後
、
安
田
友
弥
は
、
同
日
、
侍
組
の

一
人
で
あ
る

須
田
多
仲

（二
百
石
取
り
）
に
二
通
の
書
状
を
認
め
た
。　
一
通
は
こ
の
度
の
離

婚
で
何
か
と
心
配
し
て
い
た
だ
き
面
倒
を
か
け
た
と
い
う
詫
び
状
で
、
も
う

一

-8-



通
は
須
田
を
介
し
て
組
頭

へ
の
正
式
な
離
縁
の
届
け
出
を
依
頼
し
て
い
る
。
さ

ら
に

一
年
後
の
天
保
四

（
一
八
三
三
）
年
二
月
、
安
田
は
新
津
右
近
の
妹

（実

名
不
明
）
と
の
縁
定

（再
婚
）
願
を
組
頭
清
野
帯
刀
に
提
出
し
て
再
婚
し
た
ｃ

四
　
鎌
倉

・
東
慶
寺
に
つ
い
て

（１
）
江
戸
時
代
の
東
慶
寺

八
秋
里
離
嶋
著

『東
海
道
名
所
図
會
』
・
寛
政
九

《
一
七
九
七
》
年
刊
よ
り
）

東
慶
寺
　
松
岡
と
号
す
。
園
覚
寺
の
南
也
。
禅
宗
比
丘
尼
住
職
す
。
開
基
ハ

北
条
時
宗
の
室
、
秋
田
城
介

（安
達
義
景
）
の
娘
に
し
て
、
潮
音
院
覚
山
志

道
尼
と
号
す
。
第
二
十
世
の
住
職
ハ
豊
臣
秀
頼
公
の
息
女
に
て
天
秀

（法
）
泰

和
尚
と
い
ふ
。
元
和
元
年
薙
染
あ
る
時
に
八
歳
、
正
保
二
年
二
月
七
日
入
寂

し
給
ふ
。
佛
殿
の
後
に
石
塔
婆
あ
り
。
富
寺
の
領
百
二
十
貫
文
。

（２
）
東
慶
寺
の
住
持

正
式
名
称
は

「松
岡
山
東
慶
総
持
禅
寺
」
、　
一
般
的
に
は

《
駆
込
寺
》
と
か
、

《
縁
切
寺
》
と
い
う
。
開
基
は
北
条
貞
時

（九
代
執
権
）
、
開
山
は
北
条
時
宗

（八
代
執
権
）
夫
人
の
潮
音
院
殿
覚
山
志
道
尼

（安
達
義
景
の
娘
）
。
室
町
時
代

に
は
、
太
平
寺

・
国
恩
寺

・
護
法
寺

・
禅
明
寺

（現
在
い
ず
れ
も
廃
寺
）
と
と

も
に
鎌
倉
尼
五
山
の

一
つ
。
東
慶
寺
の
開
山
か
ら
二
十
世
ま
で
は
、
以
下
の
通

り
。

①
覚
山
尼

（
一
二
五
二
～

一
三
〇
六
）
―

安
達
義
景
の
娘
。
弘
安
四

（
一
二
八

一
）
年
、
夫
北
条
時
宗
と
と
も
に
円
覚
寺
の
無
学
祖
元
を
師
と
し
て
出
家
。

翌
年
、
東
慶
寺
の
開
山
と
な
る
。
勅
許
を
得
て
、
女
性
を
救
済
す
る
寺
法
を

定
め
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
通
称
は
堀
之
内
殿
、
潮
音
院
殿
。
法
名
は
志
道
。

②
用
堂
尼

（？
～

一
三
九
六
Ｙ
Ｉ
後
醍
醐
天
皇
の
皇
女
。
足
利
直
義
に
暗
殺
さ

れ
た
弟
護
良
親
王
を
弔
う
た
め
に
鎌
倉
東
慶
寺
に
入
り
、
住
持
と
な

っ
た
。

こ
の
頃
か
ら
、
東
慶
寺
は

「鎌
倉
御
所
」
と
か
、
「松
ケ
岡
御
所
」
と
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

③
天
秀
尼

（
一
六
〇
九
～

一
六
四
五
Ｙ
Ｉ
豊
臣
秀
頼
の
娘
。
慶
長
二
〇

（
一
六

一
五
）
年
大
坂
城
落
城
後
、
千
姫

（徳
川
秀
忠
の
長
女
）
の
養
女
と
な
る
。

鎌
倉

の
東
慶
寺
に
入
り
、
の
ち
住
持
と
な
る
。
諸
堂
を
再
建
し
、
男
子
禁

制

・
縁
切
寺
法
の
特
権
を
守

っ
た
。
法
名
は
法
泰
。

（３
）
松
ケ
岡
御
所
の
組
織

①
住
持
―
二
〇
世
天
秀
尼
の
後
、
永
山
尼

（二

一
世

・
喜
連
川
家
出
身
）
、
玉

淵
尼

（
三
二
世

・
喜
連
川
家
養
女
）
と
続

い
た
が
、
玉
淵
尼
が

元
文
二

（
一
七
三
七
）
年
に
退
山
以
降
、
約

一
三
〇
年
間
無
住
持
状
態
が
続
い
た
。

②
塔
頭
子
院
―
蔭
凍
軒

・
清
松
院

。
永
福
軒

。
妙
喜
庵

・
海
珠
院
が
あ
り
、

こ
の
う
ち
蔭
凍
軒
主
が
住
持
職
を
代
行

（院
代
と

い
う
）
し
て
、
寺
務

を
執
行
し
た
。

③
寺
役
人
―
喜
連
川
家
か
ら
来
た
付
役
人

（代
官
、
の
ち
寺
社
奉
行

の
吟
味

に
よ
り
引
退
）
で
、
寛
政
期
以
降
、
院
代
の
被
官
が
登
場
す
る
に
至

っ
た
。

仕
事
内
容
と
し
て
は
、
駆
込
女
の
吟
味

・
取
調
、
寺
領
管
理
、
祠
堂
銭
の
貸

付
業
務
、
年
中
行
事
の
執
行
な
ど
、
多
岐
に
亙

っ
た
。

④
御
用
宿
―
東
慶
寺
門
前
に
は
、
仙
台
屋

（寺
役
所
前
、
門
右
衛
門

。
平
左

衛
門

・
平
七
）
、
松
本
屋

（寺
の
大
門
前
、
金
蔵

・
与
惣
右
衛
門

・
吉
蔵
）
、
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二
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①
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―
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二
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略
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③
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五
世

②
用
堂
尼



柏
屋

（役
所
裏
門
東
隣
、
ま
ん
じ
ゅ
う
屋
と
も
言
う
。
代
々
源
兵
衛
）
と
い

う
三
軒
の
宿
屋
が
あ

っ
た
。
そ
の
営
業
内
容
は
、

ア
　
宿
屋
経
営
　
駆
込
の
場
合
、
夫
と
妻
は
協
定
に
基
づ
い
て
三
軒
の
内
で

そ
れ
ぞ
れ
別
の
宿
に
泊
ま

っ
た
。

イ
　
公
事
機
能
　
夫
方
と
の
掛
け
合
い
に
立
ち
入

っ
た
り
、
調
停
役
を
務
め

る
。
松
ケ
岡
役
所

へ
提
出
す
る
書
式
の
代
筆
、
駆
込
女
の
身
元

。
身
請

保
証
人
に
な

っ
た
り
も
し
た
。

ウ
　
寺

へ
の
奉
仕
活
動
　
夜
番

。
年
中
行
事
な
ど
の
協
力

工
　
鎌
倉
案
内
　
物
見
遊
山
客
の
鎌
倉
名
所
旧
跡
案
内

⑤
御
用
飛
脚
―
寺
役
所
に
常
駐
し
て
駆
込
関
係
者
に
対
し
て
呼
出
状
を
配
布
し

た
り
、
駆
込
女
の
送
り
届
け
な
ど
に
従
事
し
た
。

③
門
番
―
暮
六
つ
時

（夕
方
五
～
七
時
）
、
閉
門
ぎ
り
ぎ
り
に
駆
け
込
む
女
の

身
体
、
草
履
や
脅
の
投
げ
込
み
ま
で
も
判
定
し
た
。

⑦
下
男
―
寺
や
そ
の
周
辺
の
雑
務
や
下
働
き
に
従
事
し
た
。

五
　
東
慶
寺
に
お
け
る
離
婚
救
済

（１
）
東
慶
寺
お
け
る
縁
切
寺
法
手
続
き

①
駆
け
込
み
―
身
元
書

（着
届
け
）
と
口
上
書
を
寺
に
提
出

②
身
元
調
べ
―
駆
け
込
み
女
の
身
元
書
を
取
り
御
用
宿

へ
お
預
け

③
呼
出
状
―
名
主
宛
に
女
の
実
親

（時
に
は
仲
人

・
名
主
ら
）
を
呼
び
出
し
、

娘
に
復
縁
を
説
得

④
名
主
請
書
―
召
喚
人
松
岡
御
所

へ
出
頭
、
此
の
際
に
呼
出
状
を
返
却
、
寺
役

人
に
よ
る
事
情
聴
取

イ
　
夫
が
詫
び
を
入
れ
、
女
が
合
意
す
れ
ば
、
復
縁

《
帰
縁
》
↓
復
縁
引
取

状
の
発
行
す
る
。

口
　
夫
が
離
縁
状
を
発
行
↓
内
済
離
縁

（協
議
離
婚
）
、
妻
は
下
山

ハ
　
内
済
不
成
立
の
場
合
↓
出
役
願
い
に
よ
り
出
役
達
書
を
夫
方
の
名
主
に

発
行
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
夫
方
が
内
済
離
縁
状
を
発
行
す
る
こ
と
が

多

い

（出
役
達
書
後
内
済
離
縁
、
妻
は
下
山
）
。

⑤
出
役
―
寺
役
人
が
出
動
し
、
夫
方
名
主
宅
に
て
寺
法
書

（拘
置
御
抱
書
）
を

読
み
聞
か
せ
る
。

イ
　
寺
法
離
縁
状
を
発
行
し
、
寺
法
書
を
返
納
↓
女
は
寺
入
証
文

（長
証

文

・
仰
書
証
文
）
を
提
出
し
寺
入
り
、
夫
の
み
再
婚
可
能

口
　
離
縁
不
承
知
に
よ
り
違
背
書
を
提
出
し
、
離
縁
状
を
発
行
で
き
な
い
理

由
を
述
べ
る

⑥
寺
社
奉
行
訴
訟
―
寺
役
人
は
寺
法
書
を
名
主
に
預
け
、
寺
社
奉
行
に
訴
え
る

⑦
奉
行
所
吟
味
―
奉
行
所
吟
味
に
よ
り
夫
は
渋
々
承
服
。
吟
味
下
げ
し
て
、

寺
役
所
に
戻
り
寺
法
離
縁
状
を
出
し
、
女
は
寺
入
り
。　
こ
れ
に
よ
り
、　
夫

の
み
再
婚
可
能

③
下
山
―
二
四
か
月
勤
め
終
え
れ
ば
下
山
願
い
を
提
出
。
寺
法
離
縁
引
取
状
を

提
出
し
、
女
は
親
元

へ
戻
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
東
慶
寺
に
お
け
る
縁
切
寺
法
の
手
続
き
を
図
解
す
る
と
、
次
の
図
の

如
く
な
る
。
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満徳寺 東慶寺

46 上 野

14 下 野

常 陸

14 下 総

安 房

上 総

139 江 戸

27 143 武 蔵

156 相 模

0 信 濃

その他

不 明

107 464 合 計

入
寺
却
下

下

公
訴
中

・
尋
ね
者

下

ゲ

内
済

※

①
駆
け
込
み

↓

②
身
元
調
べ
↓

　

③
呼
出
状

内
済
勧
奨

国
元
内
済
離
縁

※
成
立

（④
イ
帰
縁

。
④
口
離
縁
）

④

ハ
内
済
離
縁
状

⑤
イ
寺
法

離
縁
状一

呼
出

・
出
頭
）

※
東
慶
寺
文
書
に
お
け
る
相
模
国

一
五
六
例
の
内
訳
は
、
鎌
倉
郡
三
八

・
三
浦

郡
四
五

・
高
座
郡
五
五

。
そ
の
他

一
人

・
小
田
原
藩
０
で
、
武
蔵
国
の
内
訳

は
、
多
摩
郡
四
五

・
橘
樹
郡
二
七

・
久
良
岐
郡
二

一
で
あ
る
。

（高
木
侃

『三
く
だ
り
半
と
縁
切
寺
』
に
よ
る
）

（
３
）
寺
入
り
生
活

①
三
格
式
の
駆
込
女

ア
　
上
腸

（じ
ょ
う
ろ
う
）
衆
格
…
普
段
は
院
代
の
お
側
廻
り
の
仕
事
に
従

事
。
御
仏
殿

・
御
内
仏

へ
の
供
花
、
来
客

へ
の
挨
拶
な
ど
。
冥
加
金

（上
げ
金
と
も
い
う
。
離
縁
成
就
に
当
た

っ
て
の
謝
礼

・
奉
納
金
）
は

一
五
両

（約
九
〇
万
円
）
。

イ
　
お
茶
の
間
格
…
方
丈
や
お
座
敷
の
掃
除
、
食
事
の
調
味
、
来
客
の
給
仕

な
ど
に
従
事
。
冥
加
金
は
八
両
。

ウ
　
御
半
下

（お
は
し
た
）
格
…
炊
事

。
洗
濯
や
庭
の
草
取
り
な
ど
の
雑
用

の

一
切
に
従
事
。
冥
加
金
は
四
両
。

※
こ
の
他
に
、
月
々
の
扶
持
料

（滞
在
生
活
費
）
、
二
四
ケ
月
で

一
五
両
。

さ
ら
に
、
女
性
の
方
に
離
婚
の
原
因
が
あ
れ
ば
、
趣
意
金

（慰
謝
料
の
こ

と
。
最
高
二
十
三
両
、
最
低
三
両
三
分
、
平
均
八
両
程
度
）
の
負
担
が
お

し
か
か
る
。

②
厳
格
な
寺
中
規
則

（文
政
四

《
一
人
三

一
》
年
の
寺
中
規
定
よ
り
抜
粋
）

ア
　
摘
み
草
と
か
ち
ょ
っ
と
し
た
用
事
が
あ

っ
て
山
を
出
る
と
き
も
名
前
を

書
い
た
札
を
持
た
せ
、
尼
僧
が
付
き
添

っ
て
行
く
こ
と
。

イ
　
平
生
は
如
何
な
る
こ
と
が
あ

っ
て
も
戸
外
に
出
な
い
こ
と
。
買
い
物
が

あ
る
と
き
は
納
所

（な

っ
し
ょ
）
に
案
内
し
て
も
ら

っ
て
、
商
人
を
中

門
ま
で
呼
び
寄
せ
、
立
ち
合
い
の
上
で
求
め
さ
せ
る
こ
と
。

ウ
　
弟
子
並
び
に
家
中
の
者
は
申
す
ま
で
も
な
く
、
下
男
な
ど
と
の
付
き
合

掛
合
不
調
―

出
役
達
書

↓

↓

↓

こ
こ
ま
で
を
内
済
離
縁

⑤

口
違
背
書

↓

③
寺
社
奉
行

へ
↓

⑦
寺
法
離
縁
状

↓

③
下
山

援
助
依
頼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

寺

法

離

縁

（入
寺
期
間
は
二
四
か
月
）
　

　

　

　

妻
再
婚
可

（２
）
東
慶
寺
文
書

（四
六
四
例
）
・
満
徳
寺
文
書

（
一
〇
七
例
）
に
見
る

駆
込
女
の
出
身
地

一一

「
―
―
―
―

一一卜

（夫
方

⑤
出
役
↓

↓

こ
れ
か
ら
を
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い
を
厳
重
に
し
て
、
ざ
れ
ご
と
な
ど
い
っ
て
は
な
ら
な
い
。

工
　
お
寺
の
御
慈
悲
に
よ

っ
て
離
縁
に
至

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
警
え
内
済

離
縁
で
あ

つ
て
も
御
規
定
通
り
の
内
に
お
い
て
お
暇
な
ど

一
切
願
い
出

て
は
な
ら
な
い
。

オ
　
髪
を
切
る
こ
と
。

力
　
お
経
を
読
む
こ
と
。

キ
　
針
仕
事
が
出
来
な
け
れ
ば
、
習
い
事
を
し
て
仕
立
て
物
を
す
る
こ
と
。

ク
　
寺
で
の
御
奉
公
は
、
勤
め
る
こ
と
が
出
来
ず
下
山
し
た
日
数
分
を
、
後

日
し

っ
か
り
勤
め
て
下
山
す
べ
き
こ
と
。

※
厳
し
い
日
常
生
活
の
中
で
耐
え
切
れ
ず
、
脱
走

・
脱
落
す
る
女
性
も
出
た
。

こ
れ
を

「取
逃
」
と
か

「欠
落
」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
厳
罰
主
義

で
臨
み
、
「剃
髪
裸
体
に
致
し
追

い
払
い
申
す
べ
く
候
」
と
か
、
「御
公
儀

へ
届
け
出
で
、
人
別
よ
り
除
き
候
」
と
も
い
つ
て
い
る
。

六

お
わ
り
に

維
新
政
府
に
よ
る
仏
教
勢
力

へ
の
厳
し
い
宗
教
統
制
下
の

一
人
七

一

（明
治

四
）
年
、
東
慶
寺
は
縁
切
寺
法
の
存
続
許
可
願
を
神
奈
川
県
に
申
請
し
た
が
、

同
年
七
月
、
明
治
政
府
に
よ
り
却
下
さ
れ
た
。
翌
年
、
東
慶
寺
と
と
も
に
駆
け

込
み
女
性
の
避
難
所
の

一
つ
で
も
あ

っ
た
満
徳
寺
は
、
後
ろ
盾
を
失

っ
て
廃
寺

に
追
い
込
ま
れ
た
。
こ
う
し
た
情
勢
下
、　
一
人
七
三

（明
治
六
）
年
五
月

一
五

日
、
妻
に
も
離
婚
請
求
権
を
付
与
し
た

「太
政
官
第
百
六
十
二
号
布
告
」
が
発

令
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

夫
婦
ノ
際
己
ム
ヲ
得
ザ
ル
ノ
事
故
ア
リ
テ
、
其
婦
離
縁
ヲ
請
フ
ト
雖
モ
夫
之

フ
肯
ゼ
ズ
、
之
レ
ガ
為
メ
数
年
ノ
久
ヲ
経
テ
終

二
嫁
期
ヲ
失
ヒ
、
人
民
自
由

ノ
権
理
フ
妨
害
ス
ル
モ
ノ
不
少
候
、
自
今
右
様
ノ
事
件
於
有
之
ハ
、
婦
ノ
父

兄
弟
或
ハ
親
戚
ノ
内
附
添
、
直

二
裁
判
所
二
訴
出
不
苦
候
事
、

こ
れ
に
よ
っ
て
、
止
む
を
得
な
い
事
由
が
あ

っ
て
妻
か
ら
離
縁
を
請
求
し
て

も
夫
が
こ
れ
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
場
合
に
は
、
妻
は

「
人
民
自
由
之
権
理
」

と

い
う
名
の
下
に
、
裁
判
所
に
離
婚
の
訴
訟
を
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

っ
た
。

そ
の
後
、　
一
人
九
八

（明
治
三

一
）
年
に
は
紆
余
曲
折
の
末
に
明
治
民
法
が
施

行
さ
れ
、
離
婚
率
は
半
減
し
た
。

以
上
、
結
婚
と
離
縁
の
問
題
を
介
し
て
、
江
戸
庶
民
の
生
活
実
態
の

一
詢
を

紹
介
し
て
き
た
が
、
も
う

一
つ
の
縁
切
寺

。
満
徳
寺
の
寺
法
離
縁
の
実
態
や
文

学
に
見
え
る
離
縁
関
係
の
川
柳
な
ど
、
残
さ
れ
た
課
題
も
多

い
。
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